
空き家を何もせず
放っておくとどうなる？

空き家 を持ったらどうしたらよいの？

お
手
入
れ
の
項
目

誰が、どうやって管理するか
事前に決めましょう。

空き家をしっかり管理する 空き家を売却・賃貸する 空き家を除却（解体）する

●空き家管理サービスに依頼する。
●定期的に空き家を見に行くようにする。

しばらく使わない!なら… 利活用したい!なら…

できるだけ、こまめに
手入れを行いましょう。

□敷地と玄関周りの清掃、
　 庭木の剪定、草取り
□ごみや不法投棄の確認
□通風、換気、通水、
　郵便ポストの管理
□雨漏り、カビの確認
□屋根や外部まわりの点検　など

空き家にしておくの
ではなく、売却や賃貸
することで、住まいや
店舗などに活用しましょう。
●活用するときにあわせて耐震改修も行う。

▶空き家を 売却 する。
●地域の不動産業者に仲介を依頼する。
●空家バンクを利用する。　など

●地域の不動産業者に相談する。
●リフォーム・リノベーション事業者に相談する。  　など

▶空き家を改修して
   賃貸　する。

住宅

シェア
ハウス

事務所

店舗

売却や賃貸が困難な
空き家は、周辺に迷惑が
かからないように
除却（解体）しましょう。

除却後は、売却や賃貸、
自ら活用するなど、
不法投棄などされないように
活用を考えましょう。
●地域の不動産業者に相談する。
●隣地の方に売却等を相談する。
●自ら家庭菜園などに活用する。

駐車場、
家庭菜園
など

「空き家・住まいの相談窓口」へに電話してみましょう! 詳しくは裏面へ

近所迷惑
野良猫、ネズミ、イタチなど小動物の住みかになったり、
はえ、蚊などの害虫の大量発生につながります。

ごみ問題
ごみなどの不法投棄を誘発する

おそれがあります。

破損・雨漏り・
建物の老朽化
屋根の破損や窓ガラスの割れ、

外壁の破損は雨漏りにつながります。
雨漏りにより天井や床が腐り、
建物の劣化を加速させます。

景観の悪化
樹木や雑草が繁茂し、

道路や隣地にはみ出します。

空き家・住まいの相談窓口のご案内
空き家で困らないために、今から考えてみませんか？空き家で困らないために、今から考えてみませんか？

大阪の住まい活性化フォーラム
「大阪の住まい活性化フォーラム」は、大阪府等公的団体と中古住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体、事業者で構成された団体です。



空き家の相続や法律問題などの専門的な相談内容については、下記の専門相談窓口にご相談ください。

※相談の受付は平日（土日祝、年末年始、夏季休暇中除く）のみとなります。
建物状況調査（インスペクション）を実施するインスペクターも案内できます。

※各団体の案内できる建物状況調査（インスペクション）の詳細については、各団体にお問合せください。

大阪司法書士会（大阪司法書士会相談センター）

大阪弁護士会

大阪府行政書士会

近畿税理士会（もしもし税金相談室）

大阪土地家屋調査士会

（一財）大阪住宅センター

相続・権利関係

相続・成年後見・その他法律問題全般

所在調査・相続手続（http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/）

税務一般（http://www.kinzei.or.jp/）

土地境界（http://www.chosashi-osaka.jp/）

既存住宅保険

06-6943-6099

06-6364-5500

06-6943-7501

050-5520-7558

面談のみ

06-6253-0239

1983年10月に設立された日本初、国内最大の「リフォーム関連企
業」の全国組織です。国交省の住宅リフォーム事業者団体に認定さ
れていますので、お気軽にご相談ください。

建築のプロフェッショナルである建築士が、電話・面談・現地におい
て、建築の疑問点、耐震診断、インスペクション、リフォーム、増改築、
建て替えなど、建築に関するあらゆる相談に対応します。

業界最古の歴史を誇る不動産業者の全国組織です。社会への貢献と
業界の健全な発展に寄与するよう活動しています。不動産に関する
相談に対応致します。

大阪府下最大の不動産団体です。不動産専門の相談員が相談に対
応いたしますのでお気軽にご相談ください。

不動産に関連する様々な免許や資格を持つ専門家の集団であり、ワ
ンストップで総合的な相談を受けることが可能です。

総合建設業、地域ビルダー、建物管理業、流通業など多様な事業者
を擁しており、総合的な相談をお受けします。大阪府住宅リフォーム
マイスター登録団体でもあります。

空き家の管理・活用を促進するための、建築、不動産、法律、瑕疵保
険の専門家集団です。ワンストップ窓口として問題解決に向けトータ
ルにご相談をお受けします。

阪神淡路大震災を教訓に巨大地震に備えて木造住宅の耐震化に向
けた活動を行っています。1000人を超える一級建築士の会員が在
籍し、有識者とのネットワークも活かして、相談に対応します。

インスペクション、耐震診断・補強、高齢者や障がい者の心身両面に
配慮した改修、省エネ化などの相談に対応し、建物性能向上により地
域の住環境を地元の工務店がサポートします。

団体の説明電話番号※（ ）内は受付時間団体名

（13時～16時）

（10時～16時）

（9時～12時／13～17時）

（10時～16時）

（9時～17時）

（9時～16時）

（9時～17時）

（9時～17時）

（9時～17時）

06-6947-1966

06-6947-0341

06-6809-4461

06-6261-3340

06-4963-3669

06-6941-2525

06-6456-1010

0120-46-5578

078-801-2537

（公社）大阪府建築士会

（公社）全日本不動産協会大阪府本部

（一社）大阪府宅地建物取引業協会

（一社）大阪府不動産コンサルティング協会

（一社）関西住宅産業協会

（NPO法人）人・家・街　安全支援機構

空き家も含めた住まいの様々なご相談に応じます。〔電話相談が15分まで無料〕
空き家をどうすればよいか分からない場合は、まず下記の総合相談窓口にお気軽にご相談ください。

（NPO法人）信頼できる工務店選び相談所
　　　　　・求められる工務店会

（一社）既存住宅・空家プロデュース協会
（連携：ＮＰＯ法人住宅長期保証支援センター／（一社）関西建築業協議会）

「空き家・住まいの相談窓口」大 阪 の 住 ま い
活性化フォーラム

相談の専門分野（ホームページ）団体名

相談窓口の団体の詳細は、「大阪の住まい活性化フォーラム」ホームページでもご案内しています。 大阪の住まい活性化フォーラム

相 談 窓 口
専 門

相 談 窓 口
総 合

大阪の住まい活性化フォーラム　事務局：大阪府住宅まちづくり部都市居住課　TEL：06-6941-0351（内線3036）　
〈 発 行 〉

電話番号

（一社）日本住宅リフォーム産業協会
　　　近畿支部


